
令和６年度 公民館主事等社会教育担当者研修会

社会教育基礎Ａ

行政説明Ⅰ

我が国の社会教育の今日的動向
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課地域学習推進係長（併）地域振興係長　萱津　大知　氏

第１日目 施策の方向性と理解
社会教育基礎Ｂ 社会教育・生涯学習の歴史と理念

講義Ⅰ 愛知教育大学　教授　本多　正人　氏

社会教育や生涯学習について、国の政策や行政の視点から御講義いただきました。
国、県、市町村が政策を決定する上で「審議会（生涯学習分科会）」を設置し、解決
すべき現代的な課題を設定していることや、社会教育行政の最も重要な業務として財
政確保があり、携わる方の尽力によって予算が確保され、社会教育や生涯学習が支え
られていることを教えていただきました。最後に、これからの社会教育や生涯学習
は、学校や地域、行政が連携しながら学習環境を整備し、学習者が中心となって持続
可能な協働的な学びが展開されていくことが望ましいとの御示唆がありました。

写真orイラスト

公民館基礎B 住民に親しまれる広報・館報・新聞へ

第２日目 公民館の講座運営と公民館が果たす役割

愛知県教育委員会あいちの学び推進課

愛知県教育委員会あいちの学び推進課に所属する３人の社会教育主事が、愛知県の
社会教育に関する施策について説明を行いました。愛知県が行っている社会教育施策
の概略説明、社会教育主事の設置状況と今後の役割、「コミュニティ・スクール」と
「地域学校協働活動」の一体的な推進の進捗状況と今後の展望、家庭教育支援の一層
の充実など、愛知県の社会教育を推進するための具体的な取組について説明をしまし
た。

写真orイラスト

写真orイラスト

リカレント教育や障害者の生涯学習など、第12期中央教育審議会生涯学習分科会に
おける議論の整理をもとにして、今後の社会教育の在り方について説明していただき
ました。特に、社会教育人材の育成と活躍促進、社会教育施設の機能強化の重要性に
ついて、社会教育士の活動事例やデジタル活用の好事例を紹介しながら、御示唆いた
だきました。最後に、社会教育法第23条に基づいた公民館活用について、条文の解釈
とともに様々な活用例を挙げ、積極的に公民館活用を推進していくことが重要である
との説明がありました。

社会教育基礎Ａ 愛知県の社会教育の推進に向けて

行政説明Ⅱ

講義Ⅲ・演習Ⅰ 飯田市橋南公民館　館報委員長　田口　勢季子　氏
　　　　　　　　　　　主　事　 林　　舞歩   氏

前半は、橋南公民館で作成している館報「橋南」の作成過程について御講義いただ
きました。読んでもらえる館報にするために、「目を引く紙面」になるように写真や
レイアウト、文字の大きさ等を工夫していることを教えていただきました。後半は、
講義内容を生かして「チラシづくり」の演習を行いました。９グループに分かれ、楽
しい雰囲気の中で互いに意見を出し合い、イラストや小見出しを工夫して、読み手の
目を引く、催し物の内容が分かりやすいチラシを作成しました。そして最後に各グ
ループのチラシを見せ合いながらアイデアのよさを共有しました。

写真orイラスト

公民館基礎Ａ 公民館のミライ図を提案しよう

講義Ⅱ ＮＰＯ法人みらいずworks　理事　角野　仁美　氏

学生の頃から社会教育に関わってきた経験や御自身が理事を務めるNPO法人での取
組から、これからの社会教育主事や公民館職員に必要な能力は「ファシリテーション
能力」「プレゼンテーション能力」「コーディネート能力」の三つであるという説明
がありました。また、それぞれの能力を使って、様々な立場の方をつなぎ、目的とプ
ロセスを共有した上で、地域住民が課題解決に向けて主体的に取り組めるようにする
ことが重要であると教えていただきました。このことは、公民館の講座運営だけでな
く、地域学校協働活動においても大切であると話されていました。

写真orイラスト



a

第３日目 公民館の役割の理解とコミュニティの構築
公民館応用Ａ 全国公民館セミナーに参加して

報告 大治町　保険医療課　主事　服部　圭悟　氏

「令和５年度全国公民館セミナー」に参加して学んだことについての報告がありま
した。社会教育法第23条の解説があり、令和５年12月に文部科学省から発出された文
書を参考にして、積極的な公民館活用の推進について話がありました。また、講義内
容の紹介として、「地域豊饒化」における「水（支援者）」「土（地域）」「種（イ
ベント）」「風（きっかけづくり）」の話があり、それぞれの立場の人が自分事とし
て地域づくりに関わることが大切であることや、あえて準備が不完全な状態でイベン
トを開催すると、いろいろな人が参加しやすくなることを教えていただきました。

写真orイラスト

公民館応用Ａ 学びっておもしろい！〜みんなが交わる公民館〜

講義Ⅴ 名古屋大学大学院　教授　石井　拓児　氏

前半は、明治安田生命保険相互会社の概要、理念等の説明の後、全国公民館連合会
と連携して行っている公民館活動のサポート事業の一例として、全国の公民館で行っ
ている講座の紹介がありました。後半は、現在行っている講座のうち「認知症予防講
座」を体験しました。実際に頭と体を動かすゲームをして、認知機能の向上を実感し
た上で、人との交流を継続的に行うことが大切であることを学びました。この体験か
ら、人と交流する場や頭と体を動かす場などを取り入れた講座を企画し、参加者が楽
しみながら活動できるようにテンポよく運営する大切さを教えていただきました。

写真orイラスト

公民館応用B 公民館のさらなる発展に向けた取組

社会教育応用Ａ 社会教育行政の組織と役割

事例発表Ⅰ 大府市神田公民館　館長　北井　康弘　氏

令和５年度文部科学省「第76回優良公民館表彰」の表彰館である大府市神田公民館
の取組を発表していただきました。様々な講座の中から、社会福祉法人との協働事業
として、障害のある方も一緒に参加できる「健康体操」の講座、留学生との協働事業
として「異文化交流」の講座、若者が自由な発想で活躍できる「寿大学」の講座など
を紹介していただきました。障害の有無や国籍、年齢に関係なく様々な立場の方と交
流できる機会をつくることで、人と関わることの楽しさを感じ、誰もが生きやすい社
会を実現できるのではないかという公民館の可能性について話がありました。

写真orイラスト

第４日目 社会教育行政と社会教育委員が果たす役割

講義Ⅳ 一般財団法人明治安田健康開発財団　健康増進支援センター　グループマネージャー　塙　　智史　氏
明治安田生命保険相互会社　地域リレーション推進部地域リレーション推進Ｇ　主任スタッフ　三島　拓也　氏

写真orイラスト

茅ヶ崎市社会教育委員としての活動内容について、具体例を挙げて説明がありまし
た。教育委員会からの諮問について答申をまとめることや、提言書を提出することだ
けでなく、公民館等の社会教育施設を活用して、職員と共に小中学生や地域に住む外
国人等、様々な立場の方が楽しんで参加できる講座運営も、社会教育委員の大切な役
割であると教えていただきました。そして、社会教育委員の活動には、答えがなく何
をしたらよいのか分からないこともあるが、あきらめず、地域のためにできること
（種をまくこと）を続けることが大切であると御示唆いただきました。

写真orイラスト

社会教育応用B 地域コミュニティの創生に果たす社会教育委員の役割

講義Ⅵ 茅ヶ崎市社会教育委員の会議　議長　吉原　弘子　氏

人には誰もが学習権があり、その権利を保障し教育制度を整備するのが教育行政の
役割であると話がありました。教育の目的は「人格の完成」であり、その目的を達成
するために、学習者自身が学びを進め、教育行政の役割は学習環境を整えることであ
ることを学びました。また、学習者の学びが教育行政による不当な干渉を避けるため
に、中央教育審議会制度や教育委員会制度等、学習者自身で学びを進めることができ
るような仕組みができていると説明がありました。そして、課題解決に向けて、自分
で考えて判断できる力を身に付けることが大切であると御示唆いただきました。



a

第５日目 生涯学習社会の実現に向けて
公民館・社会教育発展A 地域における社会教育の意義と果たすべき役割

講 義Ⅶ 那覇市若狭公民館　館長　宮城　　潤　氏

教育の目的は「人格の完成」であり、そのための「居場所・拠点づくり」が社会教
育の役割であるということ、そして社会教育担当者の役割は、他者との関わりを積み
重ね、自己実現に向けて学ぼうとしている方々を支えることであると説明されまし
た。また、コロナ禍を経て、人とのつながりが希薄になってしまった現代社会におい
て、従来の公民館の在り方から、仲間づくりの中心を担う公民館への転換が必要であ
ると御示唆いただきました。そして、様々な実践を文字化して情報を共有すること
で、社会教育担当者のつながりを広げることも重要であると教えていただきました。

写真orイラスト

地域の強みや課題を把握し、自由な発想で住民のニーズに合った様々な取組を紹介
いただきました。活動できる場所を提供したら職員は「何もしない」という大胆な発
想をしたことで、地域住民が自然と集まり、交流し、主体的な活動ができるように
なったという事例から、今までの公民館運営にとらわれず、もっと職員自身が楽しむ
ことが大切であると教えていただきました。そして、公民館は、多様な人が集い、学
び合える場としての可能性があるため、職員は、受け入れる素直な心と批判的な思考
の両方を持ち合わせて、学び続けなければならないと御示唆いただきました。

写真orイラスト

公民館・社会教育発展B 未来を拓く社会教育

講義Ⅷ 愛知教育大学　特別教授　大村　　惠　氏


